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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年1月15日(2009.1.15)

【公開番号】特開2006-191001(P2006-191001A)
【公開日】平成18年7月20日(2006.7.20)
【年通号数】公開・登録公報2006-028
【出願番号】特願2005-352183(P2005-352183)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月25日(2008.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられた、第１のトランジスタおよび第２のトランジスタを含む素子形成層
と、
　前記素子形成層上に設けられた記憶素子と、
　前記記憶素子上に設けられたセンサ部と、を有し、
　前記記憶素子は、第１の導電層と、有機化合物層と、第２の導電層との積層構造を有し
、
　前記第１の導電層は、前記第１のトランジスタと電気的に接続され、
　前記有機化合物層は、高分子化合物を有し、
　前記センサ部は、前記第２のトランジスタと電気的に接続されていることを特徴とする
半導体装置。
【請求項２】
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　請求項１において、
　前記センサ部と前記第２のトランジスタの接続は、前記センサ部に設けられた導電層と
、前記第２のトランジスタのソースまたはドレイン領域と電気的に接続した導電層と、が
導電性微粒子を介して行われていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　基板上に設けられた、第１のトランジスタ、第２のトランジスタ、およびセンサ部を含
む素子形成層と、
　前記素子形成層上に設けられた記憶素子と、を有し、
　前記記憶素子は、第１の導電層と、有機化合物層と、第２の導電層との積層構造を有し
、
　前記第１の導電層は、前記第１のトランジスタと電気的に接続され、
　前記有機化合物層は、高分子化合物を有し、
　前記センサ部は、前記第２のトランジスタと電気的に接続されていることを特徴とする
半導体装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記センサ部は、フォトダイオードまたはフォトトランジスタを有することを特徴とす
る半導体装置。
【請求項５】
　基板上に設けられた、第１のトランジスタおよび第２のトランジスタを含む素子形成層
と、
　前記素子形成層上に設けられた記憶素子およびセンサ部と、を有し、
　前記記憶素子は、第１の導電層と、第１の有機化合物層と、第２の導電層との積層構造
を有し、
　前記センサ部は、第３の導電層と、第２の有機化合物層と、第４の導電層との積層構造
を有し、
　前記第１の導電層は、前記第１のトランジスタと電気的に接続され、
　前記第３の導電層は、前記第２のトランジスタと電気的に接続され、
　前記第１の有機化合物層および前記第２の有機化合物層は、同一の高分子化合物を有す
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記第１の導電層および前記第３の導電層は、同一の層に設けられていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記半導体装置は、アンテナとして機能する導電層を有し、
　前記素子形成層は、前記アンテナとして機能する導電層と接続された第３のトランジス
タを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記アンテナとして機能する導電層は、前記第１の導電層と同一の層に設けられている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記トランジスタは、有機トランジスタであることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記トランジスタは、ガラス基板または可撓性基板上に設けられていることを特徴とす
る半導体装置。
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【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記高分子化合物は、［メトキシ－５－（２－エチル）ヘキシロキシ］－ｐ－フェニレ
ンビニレン（ＭＥＨ－ＰＰＶ）またはポリ（９－ビニルカルバゾール）（ＰＶＫ）である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一項において、
　前記記憶素子は、書き込みにより不可逆的に抵抗が変化することを特徴とする半導体装
置。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記書き込みにより前記第１の導電層と、前記第２の導電層との距離が変化することを
特徴とする半導体装置。
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